
道路照明灯設置までの流れ 
 
 
 
○ 設置までの流れは、おおむね次のとおりです。 
 

担当課で要望書を受理 
 

現 地 調 査 
 

設置の可否、及び設置形態・照度等の検討 
（調査結果等に基づく） 

 
設置の可否、及び設置形態・照度等の決定 

 
電気供給者等との調整 

 
周辺の関係者（住民や農地耕作者等）との調整 

 
工 事 の 発 注 

 
設 置 工 事 

 
点 灯 開 始 

 
   
 

  

 要望箇所から２５ｍ以内に電気を供給する電柱が存在

しない場合は、道路照明灯の設置を決定した場合にあって

も、電気供給者側の電柱設置等の計画に従うようになりま

すので、設置及び点灯までに相当の時間を要します。  
 
 

 住宅の出窓が至近に存在する場合や、農地等に照射が予

想される場合は、設置後のトラブル等を防止するために、

押印を受けたうえで関係者の承諾を受けてください。 

 
 
 


